
 

京都府後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則 

令和２年３月１９日 

規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京都府後期高齢者医療広域連合債権管理条例（令和２年条

例第２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（援用を要する債権の放棄） 

第２条 条例第６条第１項第４号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

⑴ 債務者が時効の援用の意思を示すことが困難であると認められる場合 

⑵ 債務者又はその相続人の全員の住所及び居所（法人その他の団体にあって

は、その事務所及び事業所の所在地）が不明である場合 

⑶ 面会、文書の送付その他の方法により債務者に接触することができないこ

とにより、債務者が前号に規定する状態に準じた状態にあると認められる場合 

（その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広

域連合長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


